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組合規約の一部変更について 

 

タキロン健康保険組合との合併の認可にともない組合規約第 4条「別表 1」に、 

 

「タキロンシーアイ㈱     大阪市北区」 

「三和サインワークス㈱    大阪市北区」 

「タキロンエンジニアリング㈱ 大阪市北区」 

「タキロンマテックス㈱    東京都港区」 

「タキロンポリマー㈱     福岡県八女市」 を加える。 

 

この規約は、平成 31年 4月 1日から施行されます。 

 

以上 

 


